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ロカボ……食べ方を工夫して健康に
糖質制限食のこと。「law carbohydrate」の略で、低炭水化物の意味。炭水化物の摂取量を調整して、食後に急激な血糖値上昇が起こらな
いように工夫して食事をする。炭水化物抜きダイエットとは異なり、1日の糖質摂取量を70〜130gに抑えるだけで、血糖値を上げなければ、
肉や魚はどれだけ摂取してもよい。糖尿病の改善だけではなく、肥満の予防や解消にも効果があるとされている。

　平成27年10月から被用者年金制度の一元化により、給与から控除される掛金
や年金・短期給付などの算定基準が「標準報酬制」になりました。制度開始時は、平
成27年6月に支給された報酬をもとに標準報酬月額を決定しましたが、今後、標
準報酬月額がどのように決定されるのかをご説明します。

昇給・昇格すると標準報酬
月額はどうなりますか？

■標準報酬月額の「定時決定」と「随時改定」
　標準報酬制では、原則として毎年4月・5月・6月の給料等の報酬により、その年の9月から翌年8月までの標準報酬
月額の決定を行います。この決定を「定時決定」といいます。
　また、昇給・昇格や異動などにより、報酬の額が著しく増減した場合は、実際に受けている報酬と決定している標準報
酬月額との差が大きくなります。この差を解消するために、標準報酬月額を改定します。この改定を「随時改定」といい
ます。

【留意事項】
・	休職等による一時的な固定的給与の変動は随時改定の対象とはなりません。
・	月の途中で変動があった場合は、翌月が変動月になります。
・	変動月以降の継続した3カ月における報酬支払いの基礎となった日数（支払基礎日数といいます）が全て
		17日以上であることが必要です。
・	随時改定については、皆さまからの申し出は必要ありません。

■随時改定を行う条件
　随時改定は、次の2つの条件をともに満たしたときに実施します。

昇給等により前月に対し当月の固定的給与に変動があること。

既に決定または改定されている標準報酬月額の等級と、変動月以降3 カ月間
の報酬の平均額で算定した標準報酬月額の等級との差が2等級以上あること。

固定的給与
勤務実績に関係なく、毎月一定額が支払われるもの

非固定的給与
勤務実績等に応じて、支払われるもの

 （例）
・基本給（給料表の給料月額）
・給料の調整額
・教職調整額　
・給料の特別調整額（管理職手当）
・初任給調整手当
・扶養手当
・地域手当
・特地勤務手当
・へき地手当　　　　　　　　

・広域異動手当
・住居手当
・単身赴任手当
・義務教育等教員特別手当
・定時制通信教育手当
・産業教育手当
・農林漁業普及指導手当
・通勤手当
　　　　　　　　など

 （例）
・特殊勤務手当
　（教員特殊業務手当・多学年学級担当手当・
　教育業務連絡指導手当　など）
・時間外勤務手当
・休日勤務手当
・夜間勤務手当
・宿日直手当
・管理職員特別勤務手当
・寒冷地手当　　　　　　　　　　　など

※お勤めの都道府県等によって手当の名称、分類が異なる場合があります。

条件1

条件2
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インフルエンザ……病気が起こるのは星の影響！？
インフルエンザウイルスによって起こる急性の呼吸器感染症のこと。イタリア語で「影響」を意味する語が語源。16世紀のイタリアでは、この
病気の流行が周期的に起こる原因がわからなかった。占星家たちはこの病気の周期性を星の「影響」と考え、病名として呼ばれるようになった。
日本では毎年11月下旬〜12月上旬頃に発症が多くなり始め、1〜3月頃に患者数が増加する。

■随時改定のイメージ
　事例は、標準報酬月額の等級が20等級であった人が、1月の昇給・昇格により基本給等が変動し、変動月以後3月間
の報酬の平均額で算定した標準報酬月額の等級が22等級になった場合です。

■随時改定の改定時期と適用時期
　随時改定により改定した標準報酬は、毎年行われる定時決定が適用となる直前（８月）まで適用されます。ただし、随
時改定が7月から9月までのいずれかの月から行われた場合は、その年の定時決定は行われず、随時改定により決定した
標準報酬が翌年の８月まで適用されます。

　次回の「知っておきたい標準報酬制」は、『共済フォーラム2016年6月号』で標準報酬月額の定時決定につ
いて詳しくご説明します。
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固定的給与の変動
変動月以後３カ月間の報酬の平均額を求めます

【標準報酬等級表】に当てはめます
報酬月額 標準報酬月額

330,000円以上～350,000円未満 20等級 340,000円
350,000円以上～370,000円未満 21等級 360,000円
370,000円以上～395,000円未満 22等級 380,000円

（1月） （2月） （3月） （報酬月額）
（370,000円 ＋ 360,000円 ＋ 380,000円） ÷ 3 = 370,000円

　（定時決定）標準報酬の等級　20等級 （随時改定）標準報酬の等級　22等級
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▲
昇給・昇格

※ホームページに「標準報酬制の概要（Q&A付き）」を掲載していますのでご覧ください。
  トップページ  ピックアップコンテンツ「被用者年金制度の一元化に関する情報をまとめています」


